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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社是に掲げた、公正、透明性を基本姿勢とした企業倫理に基づき、経営の意
思決定の迅速化と内部統制の向上を図ることで、企業価値の維持増大を目指すことであります。更に企業統治システムを展開するため、法令、社
会規範の遵守を核とし、企業理念、経営方針など経営に関するあらゆるビジョンを共有化させ、これを体系的に取り込み、強化することで、経営の
適法性を最重視したコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

（議決プラットフォームの利用や招集通知の英訳）

当社の株主における機関投資家及び海外投資家の比率は相対的に低く、また議決権行使も高い比率にある現状から、議決権電子行使プラット
フォームや招集通知等の英訳は実施しておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の株主比率の推移等を踏まえ検討いたします。

【補充原則３－１－２】

（英語での情報開示・方法提供）

当社の株主における海外投資家の比率が相対的に低いため英訳は実施しておりません。今後、海外投資家の持株比率の推移等を踏まえ検討い
たします。

【補充原則４－２－１】

（役員報酬の中長期的な業績との連動、現金と自社株報酬との割合の設定）

役員報酬の考え方については、原則３－１－（３）に記載しておりますのでご参照ください。また、ストックオプション等自社株報酬は行っておりませ
ん。

【補充原則４－８－１】

（独立社外取締役を構成員とする定期的会合、情報交換、認識共有）

当社における独立社外取締役及び独立社外監査役の定期的な会合等は行っておりません。しかし、取締役会構成員11名のうち５名が独立役員
を含む非業務執行取締役及び社外監査役で構成され、積極的な指摘、提言が可能であるなど客観性かつ中立性が保たれております。こうした実
態から社外役員の認識の共有化が確保できており、必ずしも会合等を必要とする状況にはないと判断しております。

【補充原則４－８－２】

（筆頭独立社外取締役の選任）

現在、当社における独立社外取締役は２名ですが、更に増員を行った場合に検討いたします。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることに加え、経営全般の監督機能が発揮できる
立場にあり、経営に関する知見、高い専門性を有していることを選任の基本方針としております。

当社独自の独立性判断基準の策定について現段階では定めておりませんが、必要性が生じた場合に検討いたします。

【原則４－１０　任意の仕組みの活用】及び【補充原則４－１０－１】

本報告４－８に記載のとおり、取締役会構成員11名のうち５名が独立役員を含む非業務執行取締役及び社外監査役で構成されており、客観的か
つ中立性が保たれていると判断しているため、特段任意の仕組みの活用は必要ないと判断しております。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

中長期の経営計画は策定しておりますが公表は行っておりません。公表及び株主に向けた情報発信や情報提供の手法も含め具体的な内容に関
しては今後の検討事項としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

当社は取引先における持株会に加入しているほかは、いわゆる政策保有株式は保有しておりません。今後も原則、株式の保有は行わない見込
みではありますが、経営環境、取引関係などから、必要に迫られた場合は、目的や合理性、投資に対する採算性を考慮したうえで判断いたしま
す。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は役員との間の取引に関しては取締役会規則に決議事項として定めております。また、役員の関連当事者間の取引を把握すべく、役員と会
社との取引を定期的に確認しております。

主要株主との取引に関しては、原材料の仕入れ等において取引がありますが、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の事業者と同
様の条件にて行っており、特別な取引条件といったものは存在しておりません。



【原則３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念・経営戦略・経営計画

当社の企業理念は創業以来受け継がれた社是に呈し「真実と努力・行持報恩」を礎とした倫理観と役職員一人ひとりが目指すべき行動・指針を定
め、これをホームページ上に公開しております。

（http://www.seven-gr.co.jp/company/shaze）

当社においては中長期の事業計画について独自の公表は行っておりませんが、有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題
等」に経営戦略や事業方針を記載しております。その内容については取締役会において進捗管理、修正、見直しを行うとともに経営会議において
協議され具現化に資する計画、施策を講じております。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については本報告書の「I １．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照く

ださい。

（３）役員報酬の考え方については有価証券報告書第４　６．(1)．７．ハ「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決
定方法」に記載しておりますのでご参照ください。現状の基本的な考え方としては、業績に連動するインセンティブ付与は行っておらず、報酬体系
に安定性を持たせ、取締役が経営及び業務執行に専心できる体制としております。ただし、業績、財務内容及び経営環境など考慮したうえで報酬
の減額を実施しており、また、この数年、業績等を鑑みて役員賞与の支給は行っておりません。

（４）取締役候補者の選定について、業務執行取締役は当社が属する木材・住宅業界に精通する専門性また、製造、販売、企画開発、財務・会計
などそれぞれの職務の統括、執行及び事業運営に資する意思決定が可能な知見を有すること、社外取締役については経営全般の監督機能を発
揮できる立場にあり、企業経営に対する見識、経験を有することを候補者の対象とし、取締役会及び事前協議において充分な議論を行ったうえで
決議しております。監査役候補者の選定については、監査体制に必要な法令、財務・会計などの分野に高い知見を有し、多角的な視点あるいは
中立的見地から監査の実施、取締役会における助言、提言が可能な候補者を選定し、監査役会と十分な協議を経たうえで決議しております。

（５）役員の略歴及び社外役員については、その選任理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

【補充原則４－１－１】

（取締役会の役割・責務（１）　経営陣に対する委任の範囲）

当社取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会規則において決議する事項を定めております。また、業務の執行状況、その他取
締役会が必要と認めた事項については、取締役会又は経営会議において報告、協議を行っております。取締役に対する委任事項及び権限につ
いては職務権限規程により明確にしております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

経営の意思決定の透明性、監督機能の強化を図るため、独立性のある社外取締役を選任し、取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決
定の適正性を確保する体制としております。社外取締役は企業経営に関する知見を有し、多角的、中立的視点から監督、提言を適切に行っており
独立社外取締役としての責務を十分果たしております。

なお、当社における独立社外取締役は現在２名であります。

【補充原則４－１１－１】

（取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方）

取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスについての考え方については、取締役候補の選定に関する方針と一致しており、その内容に
ついては、原則３－１（４）に記載のとおりであります。また、多様性及び規模に関しては取締役会構成員11名のうち５名が独立役員を含む非業務
執行取締役及び社外監査役で構成され、企業経営、法令、財務・会計等豊富な経験と見識を有する社外役員の意見が適切に反映できているとと
もに意志決定の迅速化及び審議の充実を図る観点から員数的にも有効な規模であると判断しております。

【補充原則４－１１－２】

（取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況）

当社は取締役・監査役の兼任状況について定例的に確認を行い、事業報告において重要な兼職の状況について開示しております。

【補充原則４－１１－３】

（取締役会の実効性評価）

取締役会の実効性の分析、評価を行うため１年に１度、取締役及び監査役に対し自己評価にかかるアンケートを実施しております。アンケート結
果は取締役会において報告し、より実効性を高めるための議論を行っております。

【補充原則４－１４－２】

（取締役・監査役のトレーニング）

社外役員に対しては経営監督機能が十分発揮できるよう、取締役会資料の事前配布を行うほか必要に応じて事前説明、協議を行うなど取締役会
の審議の充実に努めております。　

社内役員はそれぞれの職務執行に関する内容又は法的な義務、責任に関して必要に応じて外部セミナーの受講など会社負担による研修を行っ
ております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

株主、投資家に対して現状理解と適正評価に資するため適時、適切な情報開示に努めることを基本方針としており、特に株主総会、決算発表会
は株主、投資家と対話を行う重要な機会として捉えております。また、ＩＲイベントへの参加などを通じて、株主、投資家との対話できる機会を設け
ております。当社はＩＲの専任部署を置いておりませんが、管理部門が中心となり情報発信と社内規定に基づく適正な内部情報管理を行っており
ます。また株主、投資家からの問い合わせや意見については、必ず情報管理責任者である管理部門担当役員に報告するなど適切な情報収集に
努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】



氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

住友商事株式会社 304,410 20.44

都築木材株式会社 236,368 15.87

西垣林業株式会社 206,822 13.89

セブン工業社員持株会 44,340 2.98

内藤証券株式会社 20,000 1.34

杉山　榮弘 19,735 1.33

佐藤　京子 13,000 0.87

株式会社レオパレス２１ 10,855 0.73

安田　春男 10,000 0.67

原田　義久 10,000 0.67

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部、名古屋 第二部

決算期 3 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高光　克典 他の会社の出身者 ○ ○

西垣　貴文 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高光　克典 ○
住友商事株式会社　生活資材・不動産本
部長補佐　

主要株主である住友商事株式会社において、
関連会社の社長を歴任するなど、経営全般に
的確な提言が可能である。

住友商事株式会社とは現在の取引状況から一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
しており、独立役員に指定している。

西垣　貴文 ○ 西垣林業株式会社　代表取締役専務

主要株主である西垣林業株式会社において代
表取締役を務め、経営全般に的確な提言が可
能である。

西垣林業株式会社とは現在の取引状況から一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
しており、独立役員に指定している。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人との連携については、監査役は会計監査人の監査計画に基づき実施される監査業務に関する定期的な打ち合わせを通じ
て、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人が行う監査講評会への出席、在庫等棚卸資産監査への立会いに同行
するなど、緊密な連携による監査の効率化と質的向上を図っております。

監査役と内部監査室との連携については、監査役は内部監査室が行う監査の結果及び内部統制の評価の状況等について定期的に報告を受
け、相互に情報交換を行うなど常に緊密な連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

串田　正克 弁護士

稲越　千束 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

串田　正克 ○ 串田法律事務所（代表）

弁護士であり、有識者としてコンプライアンス

全般に精通し、法務的観点から、経営全般に

的確な提言ができている。その中立的な立

場から、上場金融商品取引所が定める独立

役員の要件を全て充たしており、一般株主と

利益相反が生じる恐れがないため独立役

員に指定している。



稲越　千束 　 公認会計士稲越千束事務所（代表）
公認会計士として企業会計の知見を有し、財
務、会計の観点から、経営全般に的確な提言
ができる。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社においては、業績連動型報酬、ストックオプションなど、明確な業績連動の性格を持たせたインセンティブ付与は行っておりません。現状では
報酬体系に安定性を持たせ、取締役が経営及び業務執行に専心できる体制を採用しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役（社外取締役を除く）に支払った報酬 66百万円

監査役（社外監査役を除く）に支払った報酬 10百万円

社外役員に支払った報酬 13百万円

合計 90百万円

（注）１．上記の支給額には当事業年度中の役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した10百万円（社外役員１百万円）を含んでおります。

　　 ２．使用人兼務取締役の使用人給与相当額は支払っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、株主総会で定められた取締役の報酬限度額の範囲内で、役位、会社業績等総合的に勘案して、取締役会決議により決定して
おります。監査役の報酬については、株主総会で定められた監査役の報酬限度額の範囲内で、役割等を勘案して、監査役の協議により決定して
おります。なお、役員退職慰労金については「役員退職慰労金支給規程」において、金額又は算定方法等を定めております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役又は社外監査役を補佐する担当セクションは設置しておりませんが、取締役会の開催に際して議題内容等を担当取締役から連絡し、
事前に議事に関する内容説明を行っております。また、必要に応じて社外取締役及び社外監査役から経営全般に亘る説明を求められる場合は、
都度対応を図るよう徹底しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役制度を採用しております。

当社の経営機構として、取締役会、監査役会、経営会議を毎月開催しております。取締役会は取締役８名（うち社外取締役２名）及び監査役３名
（うち社外監査役２名）で構成しており、経営の意思決定を諮る最重要機関として常に内部牽制の徹底を図っております。社外取締役による独立的
見地からの意見を取り入れ、適法かつ公正に経営が行われているか多元的に情報を共有するとともに、活発な議論を交わし相互牽制を促すこと
で取締役会の活性化と公正化を図っております。また、緊急を要する案件が発生した場合は、臨時取締役会を開催するなど機動的な運用を行っ



ております。取締役の担当及び職務などに関しても、こうした運用のもと決定しております。

監査役会は、監査役２名が社外監査役であり、個々の監査役の独立性を保持しながら経営監視機能の強化を図っております。

監査役は取締役会など重要会議に出席し、業務執行の意思決定及びその執行状況について監査を行っております。更に、実効性を高めるうえ
で、会計監査人及び内部監査室と緊密に連携を図り、監査機構全体の相互連携を強化しております。

経営会議は、月２回開催しており、経営方針・目標に対する執行状況及び進捗管理など重要事項の運営を円滑に進めるための審議、協議を行っ
ております。

内部監査室（３名）は会社の業務及び財産の状況を監査し、社長に対し報告を行っております。また、内部統制のモニタリング機能としてその体制
強化を図っております。

内部統制システムを推進する委員会として、企業倫理委員会、インターナルコントロール委員会、リスク管理委員会を組織しております。各委員会
はそれぞれ、コンプライアンス徹底、内部統制推進・業務品質向上、リスク管理といったガバナンス体制の強化を図る活動を行っております。会計
監査については、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任しており、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は松本千佳（監査年

数２年）及び馬渕宣考（監査年数１年）の２名であります。なお、当社の会計監査業務における補助者は公認会計士７名、日本公認会計士協会準
会員８名及びその他７名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

社外取締役の幅広い経験と見識及び独立的見地に基づく経営全般に対する提言、且つ社外監査役の各々の専門的見地による監査体制は、経
営の意思決定及び業務執行並びに監督において有効に機能しております。更にインターナルコントロール委員会、企業倫理委員会、リスク管理委
員会等各種委員会を設置しているなど現体制において適正なコーポレートガバナンス体制が構築されていると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
適時開示資料、決算短信、短信参考資料及び有価証券報告書等を掲載し

ております。

http://www.seven-gr.co.jp

その他
年２回株主宛に報告書（株主通信）を送付しております。

名古屋証券取引所が主催する名証ＩＲエキスポに出展しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

適時開示については、当社従業員が遵守すべき行動規範・行動指針のなかで定め、常に

迅速かつ正確な開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

(１) 社是「真実と努力」、「行持報恩」を基本理念とし、社是に基づく真実性、公正・透明性を基本とした「行動規範」、「行動指針」を定め、役職員全

員がこれを遵守すべく継続的な研修を行う。

(２) 企業倫理委員会を組織し、取締役がその委員長を務め、法令・社会規範遵守の啓蒙活動のほか、同委員会及び弁護士を相談窓口とする社

内通報制度の利用を促進し、コンプライアンス違反、その他の問題に関する事実の早期発見に努めるとともに不正行為の原因追及と再発防止策
の策定を行うなど法令遵守の徹底化を図る。

(３) インターナルコントロール委員会を組織し、各部が行う業務管理の点検及び改善事項の抽出に基づき、改善策の検証、実施に関する支援を

行い業務品質の向上を図る。

(４) 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置付け、組織の業務全体に係る内部統

制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行う。

(５) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長

するような行為は行わない。事案については管理部を対応部署として定めるとともに、これら勢力、団体からの介入を防止するため警察当局、暴
力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(１) 情報管理、文書管理に関する規程に基づき、各種の文書、帳票類等について適切に保存、管理する。また、株主総会をはじめ重要会議の議

事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することがで
きる管理体制を維持する。

(２) 機密情報、内部情報については、内部情報管理に関する規程に定めた基準に基づき適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１) リスク管理委員会を組織し、総合的なリスク管理の方針と手法を明文化し、重大なリスクの発現に備え、社員のとるべき行動を定め周知する。

(２) 各部署は、リスク管理規程に基づきそれぞれの所管業務に係るマニュアル、作業手順書などを整備し実施する。

(３) 安全衛生管理に関するマニュアルを整備し、定期的に社員教育等を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１) 取締役の人数は、取締役会において十分な議論を尽くし、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる範囲とする。

(２) 取締役会のほか経営会議を原則月２回開催し、重要案件の討議と業務に関する報告を行う。

(３) 取締役会への付議については取締役会規則に基づき行う。

５．当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１) 内部統制に関する規程の整備を行うとともに業務の適正化と効率化を推進する。

(２) 当社の経営理念、行動指針を子会社の全役職員が共有し、順法意識の醸成を図る。

(３) 関係会社管理規程を整備し、子会社の適切な管理を行うとともに子会社における内部統制を推進し業務の効率性及び適正性を確保する施策

を講ずる。

(４) 子会社の役員等に対し定期的なモニタリングを実施し必要な助言、支援を行う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置する。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を置いた場合には、当該使用人の任命、解任、人事評価、人事異動等については監査役会の同意を得たうえで
決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

８．監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要な知識、能力を有した使用人を選任し、監査役の指揮命令のもとに従
事する組織、体制に帰属する。

９．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(１) 取締役会その他の重要な会議への出席を監査役に要請する。

(２) 取締役及び使用人は当社又は子会社における業務又は財務に重大な影響を及ぼす事項について、遅滞なく監査役に報告する。

(３) 監査役は何時でも必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができる。また、必要な文書については、常時閲覧することができる。

１０．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

内部通報制度の運用に準じ、報告者に不利益がないことを保証する。

１１．監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

監査役が職務の執行に対して費用の前払請求又はその他の当該職務の執行について生ずる費用の請求があった場合は、当該請求に係る費用
又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、いかなる場合も請求に応ずる。

１２．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１) 取締役社長は定期的に監査役と情報交換を行うとともに、取締役及び使用人は定期的な監査役のヒアリングを通じ、職務執行状況を監査役

に報告する。

(２) 内部監査室は、内部監査の計画及び結果について定期的に情報交換を行うなど、効率的な監査役監査に資するよう、監査役と緊密な連携を

図る。

(３) 監査役は、会計監査人との定期的な打ち合わせを通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人の監査講評

会への出席、在庫等たな卸資産監査への立会い等を行い、監査役の監査活動の効率化と質的向上を図る。



(４) 監査役はその職務を適切に遂行するために、関係会社の監査役等との情報連絡会を行うなど、関係会社の監査役等との意思疎通及び情報

の交換を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の「１．取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」の（５）に記載のとおりであります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

□適時開示体制について

１．適時開示に関する基本指針

当社が定める行動規範・行動指針において情報開示に対する項目を設けております。

金融商品取引法その他関連法令を遵守するとともに株主、投資家その他あらゆるステークホルダーに対して、正確に当社の現状をご理解いただ
き、適正評価に資するため、適時・適切に情報開示に努めることを基本指針としております。

この指針を全役職員に周知徹底するとともに、管理部門を中心として、開示統制の整備を推進し、更に内部監査部門におけるモニタリング体制を
強化しております。

２．適時開示体制

当社における情報管理については、管理部門の担当役員が情報取扱責任者の任にあたり、内部情報を一元的に管理し、重要会議への出席を始
めとして、経営関連情報の収集に努めるとともに各セクションから適宜情報が供せられる体制を構築しております。

こうして収集された情報については、当該情報の内容、重要度に応じ、適時開示の要否、方法について、情報取扱責任者を中心に関係部署と協
議のうえ、社長及び取締役会への報告を行い適切な対応を行っております。

また、前項の基本指針に基づき、財務、業績、技術面における会社情報の取扱いやインサイダー取引防止に関する社内規程を整備し、これら規
程を社内イントラで公開し、全社的な情報管理の徹底を図っております。

３．モニタリング体制

当社における内部統制を推進するための組織として、社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は会社の業務及び財産の状況を
監査するとともに、内部統制のモニタリング機能として、全社又は各部門における業務の適正性を監査しております。

内部監査室は開示統制に対し、適時開示の実施状況又は、内部情報管理の適正性について監査を行い、その内容については社長に報告を行っ
ております。
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